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（一

j

　
落
居
正
は
、
明
末
萬
暦
朝
（
一
五
七
三
～
一
六
二
〇
）
の
初
め
、
強
力
な
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
政
治
改
革
を
行
っ
た
こ
と
で
夙
に
知
ら
れ
る
。
し
か

し
、
強
権
的
な
内
閣
大
学
士
の
類
型
は
、
萬
評
伝
を
待
た
ず
、
先
立
つ
隆
慶
朝

（一

ﾜ
六
七
～
一
五
七
二
）
に
既
に
登
場
し
て
い
る
。
明
代
史
家
と
し
て
著
名

な
孟
森
は
、
隆
慶
帝
に
つ
い
て
、

　
　
在
位
す
る
こ
と
六
年
、
無
為
に
し
て
徳
に
よ
り
統
治
し
、
自
ら
倹
約
を
行

　
　
い
、
節
約
は
巨
万
に
の
ぼ
っ
た
。
ア
ル
タ
ン
に
封
貢
を
許
し
、
賦
役
を
減

　
　
じ
て
民
を
休
息
さ
せ
、
辺
睡
は
安
ん
じ
た
。
体
統
を
継
ぎ
文
治
を
守
り
、

　
　
令
主
と
謂
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
権
臣
た
ち
が
互
い
に
反
目
し
あ
い
、

　
　
派
閥
が
形
成
さ
れ
、
帝
王
の
威
令
を
振
る
い
積
習
を
抑
え
除
く
こ
と
は
適

　
　
わ
ず
、
寛
恕
す
る
ば
か
り
で
剛
直
明
察
が
足
り
な
か
っ
た
。
（
1
）

と
い
う
言
を
引
き
つ
つ
、
そ
の
功
績
の
多
く
は
柄
臣
（
三
首
輔
）
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
2
V
こ
こ
に
云
う
三
首
輔
と
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
徐
階
・
高
撲
及
び
張
居
正
の
こ
と
で
あ
る
。
孟
森
に
よ
る
こ
う
し
た
隆

慶
帝
へ
の
評
価
は
、
皇
位
継
承
権
有
資
格
者
の
一
方
の
雄
と
目
さ
れ
て
い
た
皇

太
子
時
代
と
、
即
位
後
に
政
務
に
一
向
励
精
し
な
い
庸
君
と
し
て
の
姿
と
を
混

同
し
て
い
る
嫌
い
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
、
隆
慶
帝
の
政
治
へ
の
無
関
心
が
、

却
っ
て
豪
腕
を
以
て
知
ら
れ
る
内
閣
大
学
士
た
ち
の
活
躍
す
る
舞
台
を
用
意
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
論
者
は
か
つ
て
、
明
代
に
お
け
る
政
策
決
定
に
直
結
す
る
情
報
．
命
令
伝
達

プ
ロ
セ
ス
に
焦
点
を
当
て
、
明
代
前
半
、
特
に
弘
治
朝
（
一
四
八
八
～
一
五
〇

五
）
頃
ま
で
の
、
上
奏
文
制
度
の
形
成
と
変
容
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
3
）

行
論
中
、
洪
理
智
以
後
の
諸
代
を
通
じ
、
皇
帝
親
政
と
い
う
理
念
に
沿
う
形
で
、

面
奏
・
面
議
の
実
施
、
そ
の
機
会
増
加
、
及
び
文
書
行
政
の
効
率
化
と
制
度
的
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拡
充
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
体
制
が
、
早

く
も
正
統
朝
（
」
四
三
六
～
一
四
四
九
）
～
弘
治
朝
野
に
は
形
骸
化
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
、
具
体
例
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。

　
史
的
条
件
は
、
そ
う
し
た
制
度
の
経
年
変
化
だ
け
で
は
な
い
。
正
徳
帝
（
在

位
】
五
〇
六
～
一
五
二
一
）
や
番
号
帝
（
在
位
一
五
二
二
～
一
五
六
六
）
ら
が

政
務
に
対
し
著
し
く
無
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
孟
森

が
述
べ
る
隆
慶
朝
の
政
治
状
況
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
潮
流
の
末
に
位
置
し
て

い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
隆
慶
初
期
に
入
り
、
朝
臣
た
ち
か
ら
は
面
奏
・
面
議
を
求
め
る
言
説
が
頻

り
に
上
さ
れ
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
稿
で
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。
〔
4
）
隆
慶
二
年
（
↓
五
六
八
）
八
月
、
張
居
正
の
「
陳
六
事
疏
（
大
本

急
務
疏
ご
は
、
そ
う
し
た
中
で
提
出
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
萬
暦
初
政
一

〇
年
間
に
推
進
さ
れ
た
改
革
の
青
写
真
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
屡
々
指
摘
さ
れ

る
、
重
要
な
疏
で
あ
る
。
（
5
）

　
章
慶
遠
が
「
隆
萬
大
改
革
」
と
呼
ぶ
が
如
き
、
こ
の
時
期
の
改
革
が
既
に
隆

慶
朝
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
す
る
見
解
に
照
ら
せ
ば
、
な
る
ほ
ど
「
陳
六
事
疏
」

が
隆
慶
二
年
八
月
段
階
で
の
ぼ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
、

張
居
正
が
危
機
感
を
以
て
時
代
を
捉
え
、
改
革
プ
ラ
ン
を
上
程
し
た
ち
ょ
う
ど

こ
の
時
期
、
同
じ
く
政
官
界
で
活
躍
し
て
い
た
彼
以
外
の
朝
臣
た
ち
の
目
に
、

同
じ
風
景
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
様
々
に
存
在
す
る
政
治

課
題
を
分
析
し
、
総
合
的
な
対
策
を
考
え
だ
し
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
だ
け
の

力
量
を
持
ち
得
た
の
は
、
確
か
に
張
居
正
そ
の
人
の
み
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
他
方
で
、
時
代
危
機
を
感
じ
取
り
、
正
し
い
「
皇
帝
専
制
」
へ
の
回
帰
を

通
し
そ
の
時
代
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
い
う
意
識
は
、
他
の
朝
臣
た
ち
の
問

に
も
見
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
当
時
の
政
官
界
に
お

け
る
、
皇
帝
専
制
政
治
実
現
を
求
め
る
改
革
指
向
の
意
見
に
ど
の
よ
う
な
も
の

が
存
在
す
る
の
か
、
前
事
に
引
き
続
き
、
具
体
的
傾
向
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

（一

黶j

　
ま
ず
、
隆
慶
二
年
九
月
壬
戌
（
一
五
日
）
、
予
察
院
簸
屑
御
史
王
廷
等
に
よ
り

上
奏
さ
れ
た
疏
は
、
張
居
正
の
「
陳
六
事
疏
」
（
6
）
を
承
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

六
事
の
内
、
「
振
紀
綱
」
「
重
詔
令
」
の
二
項
目
を
敷
懐
し
、
改
め
て
八
つ
の
論

点
に
渉
っ
て
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
項
、
「
一
、
愼
政
令
」

で
は
、

　
　
自
今
、
凡
そ
大
政
大
疑
に
遇
わ
ば
、
先
ず
九
卿
気
道
に
零
し
て
會
議
し
、

　
　
傍
お
閣
臣
を
召
し
、
其
れ
を
し
て
衆
人
の
見
聞
を
参
酌
せ
し
め
、
之
れ
を

　
　
本
朝
の
故
事
に
稽
べ
し
め
、
慮
に
心
行
す
べ
き
や
否
や
は
明
白
に
具
奏
せ

　
　
し
む
。
更
に
望
む
ら
く
は
神
を
凝
ら
し
て
詳
覧
し
、
心
を
虚
し
う
し
て
裁

　
　
度
し
、
如
し
事
果
し
て
當
に
墨
ぐ
る
べ
く
ん
ば
、
奮
然
と
し
て
即
ち
に
行
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わ
れ
ん
。
期
し
勢
と
し
て
或
い
は
少
や
難
け
れ
ば
、
毅
然
と
し
て
即
ち
に

　
　
罷
め
ら
れ
ん
こ
と
を
。
行
止
は
一
人
に
決
し
、
用
舎
は
天
下
に
公
な
れ
ば
、

　
　
則
ち
趨
勢
自
尊
に
し
て
紀
綱
も
振
る
う
べ
し
。

と
述
べ
る
。
こ
こ
は
皇
帝
に
よ
る
政
務
の
最
終
決
定
方
法
に
つ
い
て
の
意
見
で
、

九
卿
大
臣
・
科
三
三
を
招
集
し
て
回
議
に
よ
り
議
論
を
行
わ
せ
た
上
で
、
さ
ら

に
王
臣
を
招
集
し
て
多
方
面
の
意
見
や
史
上
の
故
事
を
勘
落
し
て
可
否
判
断
の

意
見
を
上
奏
さ
せ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
皇
帝
が
是
々
非
々
の
態
度
で
自
ら
意
志

決
定
を
行
う
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
次
の
二
、
專
責
成
」
は
、

　
　
請
う
ら
く
は
中
差
・
大
差
に
於
い
て
は
、
回
道
御
史
の
内
よ
り
挾
び
用
い
、

　
　
限
る
に
一
年
を
以
て
更
に
差
す
を
得
ざ
ら
し
め
、
之
れ
を
し
て
刑
名
を
看

　
　
詳
し
、
章
奏
を
槍
閲
し
、
故
事
に
練
習
せ
し
む
を
。

と
述
べ
る
ご
と
く
、
十
三
道
監
察
御
史
の
人
事
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
指
摘
を
特

徴
と
す
る
。
短
い
任
期
で
人
を
回
す
こ
と
を
や
め
、
少
な
く
と
も
一
年
は
配
置

換
え
を
せ
ず
に
刑
名
を
調
べ
、
章
奏
を
検
閲
し
、
や
り
方
に
練
達
せ
し
め
る
べ

き
と
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
高
操
や
張
居
正
が
・
王
早
し
て
い
た
、
官
吏
の
久

任
と
一
脈
通
ず
る
が
如
き
議
論
で
あ
る
。
続
く
二
、
振
士
氣
」
に
は
、

　
　
宜
し
く
事
を
詞
ね
て
言
を
考
え
、
微
を
察
し
て
著
を
知
り
、
其
の
始
進
を

　
　
愼
ん
で
、
其
の
後
成
を
適
す
べ
し
。

と
、
監
察
の
引
き
締
め
を
図
る
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
続
い
て
二
、

錆
勘
合
」
で
は
、

　
　
今
後
、
凡
そ
欽
依
勘
合
を
奉
有
せ
ば
、
務
め
て
隠
沼
完
報
ず
る
を
要
む
。

と
、
勘
合
に
定
め
ら
れ
た
期
限
に
準
拠
し
た
官
員
取
り
調
べ
の
執
行
を
主
張
す

る
。
二
、
公
激
揚
」
は
、
人
事
の
公
平
性
に
関
す
る
問
題
を
島
上
に
載
せ
る
。

す
な
わ
ち
、

　
　
在
外
方
面
官
員
は
、
學
多
く
、
刺
少
な
し
。
…
…
今
後
、
御
史
復
命
し
て

　
　
方
面
を
薦
畢
す
る
に
、
多
き
も
六
七
員
を
過
ぎ
ず
、
或
い
は
三
四
員
。
有

　
　
司
は
多
き
も
七
八
員
を
過
ぎ
ず
、
或
い
は
五
六
員
の
み
な
る
べ
し
。
薦
詞

　
　
は
止
だ
四
五
句
を
以
て
率
と
暗
し
、
必
ず
し
も
長
篇
累
賦
し
て
以
て
章
奏

　
　
の
艘
を
失
せ
ざ
れ
。
慮
に
忘
す
べ
き
の
人
は
尤
も
須
ら
く
其
の
大
姦
を
先

　
　
に
し
、
徒
ら
に
州
縣
府
佐
等
の
官
を
以
て
敷
に
充
つ
こ
と
掻
く
、
傍
お
定

　
　
め
て
其
の
貧
を
爲
し
酷
を
医
す
は
慧
を
以
て
議
覆
す
べ
し
。

と
主
張
す
る
。
在
外
方
面
官
に
関
す
る
人
事
考
課
で
は
、
プ
ラ
ス
評
価
に
よ
る

推
挙
ば
か
り
で
マ
イ
ナ
ス
評
価
が
少
な
い
た
め
、
推
挙
数
の
抑
制
が
必
要
で
あ

り
、
か
つ
、
章
奏
の
体
を
失
す
る
よ
う
な
冗
長
な
推
薦
文
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
、

ま
た
州
縣
佐
武
官
な
ど
の
小
物
で
摘
発
数
を
稼
ぐ
の
で
は
な
く
、
大
姦
を
こ
そ
、

真
っ
先
に
弾
劾
す
べ
き
だ
、
と
の
大
意
で
あ
る
。
二
、
愼
防
検
」
で
は
、

　
　
宜
し
く
嚴
に
申
飾
を
行
い
、
凡
そ
刑
名
に
県
勢
す
る
は
、
止
だ
律
例
に
の

　
　
み
慧
り
て
参
詳
し
、
任
意
に
輕
重
す
る
を
得
ざ
れ
。
購
罰
を
動
解
す
る
は
、

　
　
止
だ
司
府
の
申
呈
に
の
み
曇
り
、
当
外
支
製
す
る
を
得
ざ
れ
。

と
、
御
史
の
在
外
出
巡
に
於
い
て
、
法
的
根
拠
に
基
づ
い
た
刑
名
の
批
答
、
司
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府
の
窪
目
に
基
づ
い
た
彫
物
の
振
り
方
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
二
、

懲
食
酷
」
は
、

　
　
凡
そ
遠
方
の
有
司
、
朝
廷
の
耳
目
及
ば
ざ
る
所
を
以
て
、
多
く
騨
に
貧
虐

　
　
を
爲
す
。
宜
し
く
巡
按
御
史
を
し
て
嚴
に
禁
約
を
行
し
、
實
に
櫨
り
て
参

　
　
奏
せ
し
む

と
述
べ
る
。
遠
方
の
有
司
に
よ
る
貧
虐
行
為
を
、
巡
按
御
史
が
厳
し
く
取
り
締

ま
る
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
「
】
、
端
風
化
」
で
は
、
次
の
よ
う

に
言
う
。

　
　
童
生
を
以
て
叢
り
て
郡
守
を
殴
り
、
生
馴
を
以
て
有
司
を
攻
評
す
。
師
長

　
　
を
非
殿
す
る
に
、
連
珠
し
て
街
上
に
偏
興
し
、
讐
嫌
に
報
復
す
る
に
、
歌

　
　
謡
も
て
梓
木
に
遂
銀
す
。
宜
し
く
所
在
の
本
中
官
に
潔
し
て
、
臥
碑
に
申

　
　
明
し
、
嚴
に
飾
治
を
加
え
ら
れ
よ
。

　
童
生
や
生
員
が
地
方
官
を
殴
り
、
攻
撃
し
、
示
威
行
動
に
打
っ
て
出
る
よ
う

な
際
、
学
官
が
中
心
に
た
っ
て
、
そ
う
し
た
学
生
運
動
の
取
り
締
ま
り
・
処
分

を
強
化
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
（
7
）

　
な
お
、
以
上
八
項
目
に
わ
た
っ
て
主
張
が
展
開
さ
れ
た
王
廷
の
奏
疏
は
、
隆

慶
帝
に
採
択
さ
れ
、
実
行
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
上
述
各
項
紅
中
、
隆
慶
帝
自

身
の
積
極
的
政
治
参
与
を
求
め
る
内
容
が
初
め
に
述
べ
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
の

多
く
が
、
客
観
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
各
級
官
僚
の
人
事
考
課
を
適
正
化
す
る

よ
う
求
め
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
張
熱
量
の
上
奏

の
中
か
ら
「
振
紀
綱
」
と
「
重
詔
令
」
を
採
り
あ
げ
つ
つ
、
張
居
正
の
首
輔
時

代
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
「
考
成
法
」
の
理
念
や
内
容
と
少
な
か
ら
ず
重
な

る
主
張
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

（
三
）

　
隆
慶
三
年
（
一
五
六
九
）
、
春
。
燈
標
帝
が
没
し
て
既
に
三
年
の
月
日
が
経
ち
、

隆
慶
帝
が
服
す
べ
き
父
の
喪
が
明
け
る
。
平
常
の
執
務
が
可
能
に
な
る
帝
に
対

し
、
臣
下
と
協
同
し
て
政
務
を
執
る
よ
う
に
求
め
る
意
見
が
盛
ん
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
理
科
都
忍
事
中
王
之
垣
、
吏
科
左
給
道
中
温
純
、
工
科

要
急
事
中
耳
光
、
雲
南
道
御
史
横
折
ら
が
言
う
。

　
　
重
科
都
給
与
覇
王
馬
草
・
吏
科
左
学
事
選
録
純
・
工
科
左
議
事
中
龍
光
・

　
　
雲
南
道
御
史
王
折
等
、
各
々
馴
し
て
、
聖
孝
吉
除
の
日
に
當
り
、
群
臣
を

　
　
延
組
し
、
章
奏
を
覧
決
し
、
上
は
帝
業
を
先
に
し
、
下
は
輿
情
に
副
う
べ

　
　
き
を
以
て
請
う
。
皆
、
所
司
に
下
し
、
之
を
知
ら
し
む
。
（
8
）

　
帝
は
臣
下
と
面
談
し
、
上
奏
文
に
自
ら
目
を
通
し
て
裁
決
を
下
す
、
そ
う
や

っ
て
親
政
す
べ
き
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
實
録
の
文
面
は
簡
略
に
過

ぎ
、
詳
細
は
伺
え
な
い
。
こ
の
暫
く
後
に
の
ぼ
さ
れ
た
南
京
翌
年
尚
書
呉
嶽
の

陳
言
明
事
事
で
は
、
よ
り
具
体
的
な
要
請
内
容
が
知
ら
れ
る
。
隆
慶
三
年
閏
六

月
に
上
奏
さ
れ
た
彼
の
疏
文
の
論
点
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
一
、
勤

王
封
」
で
は
、
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経
鐘
進
講
は
、
率
ね
故
事
に
黒
い
、
稗
無
し
。
啓
沃
は
時
に
近
臣
を
召
し
、

　
　
柔
い
與
に
古
を
考
え
て
今
を
論
じ
、
以
て
實
敷
を
求
む
る
に
若
く
は
莫
し
。

と
、
経
鑓
進
講
の
旧
套
を
脱
し
、
そ
の
場
に
近
臣
を
召
し
て
、
臣
下
召
対
の
実

効
を
求
め
る
よ
う
提
案
す
る
。
次
に
、
「
二
、
雪
輪
封
」
で
は
、

　
　
常
器
は
、
止
だ
見
謝
彌
文
の
み
。
宜
し
く
各
部
院
の
堂
官
を
し
て
便
殿
に

　
　
班
詳
し
、
　
一
切
の
再
訴
事
情
に
於
て
次
を
以
て
面
陳
せ
し
む
べ
し
。
し
か

　
　
ら
ば
則
ち
以
て
聖
聰
を
廣
う
し
、
百
辟
を
勧
む
べ
し
。

と
、
常
朝
が
謝
恩
見
辞
ば
か
り
と
な
り
来
れ
る
状
況
を
憂
い
、
便
殿
に
部
院
堂

上
官
を
招
集
し
て
、
重
要
政
務
の
面
奏
面
議
を
行
う
べ
き
事
を
言
う
。
「
三
、
容

直
言
」
で
は
、

　
　
諌
官
は
、
事
の
意
に
干
て
或
い
は
稽
偏
り
、
詞
は
或
い
は
過
激
た
り
。
宜

　
　
し
く
少
や
天
威
を
舞
ら
し
、
優
容
有
り
て
而
し
て
福
野
無
く
、
以
て
敢
え

　
　
て
否
む
る
の
風
を
這
え
て
、
甕
蔽
の
患
を
防
ぐ
べ
し
。

と
、
魚
信
の
言
な
ど
帝
に
と
っ
て
不
本
意
で
あ
ろ
う
と
、
彼
ら
に
対
す
る
怒
気

を
抑
え
て
言
路
を
開
き
、
事
実
隠
蔽
の
患
い
を
避
け
る
べ
き
を
述
べ
る
。
続
く

「
四
、
崇
節
倹
」
で
は
、

　
　
三
方
の
急
用
は
、
皆
戸
部
銭
糧
を
仰
給
す
。
一
た
び
或
い
は
縫
が
ざ
れ
ば
、

　
　
即
ち
患
肘
雨
に
生
ぜ
ん
。
皇
上
、
宜
し
く
宮
を
置
く
し
食
を
減
じ
、
天
下

　
　
の
爲
に
費
を
惜
し
む
べ
し
。
宜
し
く
外
庫
を
虚
し
う
し
て
以
て
内
幣
を
實

　
　
す
べ
か
ら
ざ
れ
。

と
あ
る
如
く
、
辺
境
の
防
衛
費
が
戸
部
管
轄
下
の
国
庫
に
依
存
し
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
、
浪
費
の
抑
制
を
訴
え
る
。
次
に
、
「
五
、
正
題
覆
」
に
て
、

　
　
言
官
事
を
論
ず
れ
ば
、
例
と
し
て
部
面
に
付
し
て
題
覆
せ
し
む
。
而
る
に

　
　
近
ご
ろ
多
く
各
々
已
が
見
を
持
し
、
少
や
も
異
同
あ
ら
ば
即
ち
怨
誹
を
生

　
　
じ
、
以
て
法
の
畳
め
て
立
ち
て
弊
生
じ
、
令
の
朝
に
行
わ
れ
て
夕
に
改
め

　
　
ら
れ
、
紛
紛
た
る
議
論
、
成
功
無
き
に
謬
る
を
致
す
。
乞
う
ら
く
は
部
院

　
　
に
救
し
、
凡
そ
諸
臣
の
建
議
し
て
行
う
べ
き
者
は
即
ち
に
題
覆
を
爲
す
も
、

　
　
即
ち
に
は
是
非
を
明
列
せ
ず
、
爾
つ
な
が
ら
可
を
持
す
る
こ
と
母
ら
し
め

　
　
ん
。

と
、
言
官
か
ら
の
議
論
に
対
す
る
部
院
の
題
覆
が
、
近
年
、
決
着
を
見
る
こ
と

な
き
紛
々
た
る
議
論
の
元
に
な
っ
て
お
り
、
是
正
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
最

後
の
「
六
、
復
執
奏
」
は
次
の
通
り
。

　
　
祖
宗
朝
、
凡
そ
内
案
の
所
司
に
下
り
た
る
に
稽
干
擬
あ
る
者
は
、
大
臣
義

　
　
を
引
き
て
固
箏
し
、
務
め
て
以
て
聖
心
を
し
て
感
悟
せ
し
め
ん
と
す
。
遽

　
　
來
、
多
く
疑
を
懐
く
も
、
畏
れ
て
委
曲
順
承
す
。
脱
し
灌
姦
の
鼻
に
乗
ず

　
　
る
有
ら
ば
、
誰
れ
か
其
の
答
に
任
え
ん
。
乞
う
ら
く
は
諸
司
に
与
し
、
例

　
　
に
照
し
て
執
奏
し
、
以
て
上
下
の
情
を
通
ぜ
し
め
ん
。
（
9
）

　
内
鍵
が
降
っ
た
際
、
近
頃
は
唯
々
諾
々
と
従
う
の
み
で
以
前
の
よ
う
に
奏
を

執
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
が
、
上
下
の
情
を
通
ず
る
た
め
に
も
、
再
び
内
批
に

対
す
る
執
奏
を
復
活
す
べ
き
こ
と
を
請
う
て
い
る
。
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本
四
の
前
四
項
は
直
ち
に
採
択
、
後
二
項
は
↓
旦
所
司
に
下
さ
れ
議
論
に
付

さ
れ
た
の
ち
、
都
察
院
の
答
申
を
経
て
併
せ
て
採
択
さ
れ
た
。
あ
た
か
も
、
帝

に
修
省
を
請
う
場
合
に
見
ら
れ
る
内
容
の
よ
う
で
あ
る
。
屡
々
指
摘
さ
れ
る
、

隆
慶
帝
の
政
務
に
対
す
る
無
関
心
な
態
度
と
も
、
関
係
あ
る
か
も
し
れ
な

、
。
（
1
0
）

し　
隆
慶
三
年
八
月
に
は
、
面
子
と
上
奏
文
書
面
に
関
す
る
礼
部
の
見
解
が
提
出

さ
れ
た
。
王
之
垣
・
趙
惇
ら
の
意
見
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
禮
部
、
重
事
中
王
之
垣
・
御
史
尋
常
の
奏
を
覆
し
て
請
う
ら
く
、
上
、
便

　
　
殿
に
御
し
、
九
卿
・
気
道
官
を
し
て
大
事
有
ら
ば
皆
面
奏
す
る
を
得
し
め
、

　
　
自
ら
震
断
を
取
ら
れ
ん
。
其
の
疏
中
の
語
言
・
字
書
は
、
務
め
て
省
覧
に

　
　
便
な
ら
し
む
べ
し
、
と
。
旨
を
得
た
り
、
今
後
諸
司
の
章
奏
は
、
務
め
て

　
　
詞
語
は
簡
明
、
字
壼
は
楷
大
な
る
こ
と
、
嘉
靖
初
年
の
式
の
如
く
す
べ
し
。

　
　
便
殿
面
割
は
、
旨
を
候
ち
て
行
え
、
と
。
（
u
）

　
こ
こ
で
は
、
便
殿
に
お
け
る
九
卿
・
故
道
官
の
面
奏
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

併
せ
て
、
上
奏
文
の
文
面
・
字
画
は
閲
読
し
や
す
い
も
の
た
る
べ
き
こ
と
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
面
奏
に
つ
い
て
は
暫
く
指
示
を
待
て
と
さ
れ
た
も
の
の
、
後

者
は
お
お
よ
そ
求
め
ら
れ
た
通
り
に
、
簡
潔
明
瞭
、
か
つ
大
字
楷
書
に
よ
る
べ

し
と
指
示
さ
れ
た
。
卍
巴
・
面
議
を
通
じ
て
君
臣
間
の
や
り
取
り
を
緊
密
に
保

ち
、
じ
か
に
皇
帝
自
身
の
決
定
を
仰
ぐ
。
そ
う
し
た
形
で
の
親
政
が
目
指
さ
れ

て
い
る
。

（
四
）

　
次
い
で
、
隆
慶
三
年
一
一
月
庚
辰
、
南
京
刑
科
給
喪
中
塁
間
禮
が
一
〇
事
を

条
乱
し
た
疏
文
を
の
ぼ
し
た
。
そ
の
内
容
概
略
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
↓
、
群
言
を
酌
み
、
天
道
の
公
を
実
現
し
て
万
機
を
総
裁
す
る
こ
と
に
よ

り
、
独
断
の
美
を
た
も
た
れ
た
い
。
第
二
、
便
殿
に
御
し
て
侍
従
の
臣
を
左
右

に
置
き
、
日
中
か
ら
内
廷
に
引
き
籠
も
ら
れ
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。
第
三
、

内
閣
の
人
選
は
翰
林
院
か
ら
の
み
に
限
定
せ
ず
、
広
く
諸
司
か
ら
参
用
さ
れ
た

い
。
第
四
、
商
科
僻
事
中
は
久
任
の
ポ
ス
ト
と
し
、
ま
た
詔
旨
は
六
科
を
通
じ

て
下
さ
れ
た
い
。
当
を
得
て
い
な
い
詔
旨
に
は
奏
を
執
り
う
る
も
の
と
し
、
六

科
．
諸
司
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
に
加
え
、
都
察
院
御
史
に
も
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
持

た
せ
る
。
第
五
、
直
言
の
採
納
は
、
誰
が
そ
れ
を
上
申
し
た
か
よ
り
も
、
内
容

本
意
で
選
ば
れ
た
い
。
第
六
、
朝
儀
に
臨
ん
で
事
を
決
す
る
際
、
左
右
に
給
仕

し
て
聖
旨
を
伝
え
上
奏
文
を
取
り
次
ぐ
役
は
、
宙
官
に
参
与
せ
し
め
る
べ
き
で

な
く
、
文
武
侍
従
を
用
い
る
よ
う
に
さ
れ
た
い
。
第
七
、
こ
ん
に
ち
、
帝
に
お

も
ね
る
風
潮
が
甚
だ
し
い
。
国
事
の
議
論
は
人
物
の
好
悪
に
基
づ
く
の
で
は
な

く
、
意
見
の
是
非
を
論
じ
る
よ
う
に
さ
れ
た
い
。
第
八
、
ち
か
ご
ろ
部
下
が
題

覆
し
て
旨
を
奉
じ
施
行
す
べ
き
も
の
に
つ
き
、
正
し
く
処
置
さ
れ
な
い
事
が
多

い
。
陛
下
が
率
先
し
て
旨
を
擬
す
る
に
必
ず
自
ら
当
た
り
、
旨
を
言
う
に
必
ず

自
ら
行
い
、
積
弊
を
挽
回
さ
れ
た
い
。
第
九
、
面
奏
に
あ
っ
て
は
虚
詞
を
排
し
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て
実
を
求
め
、
簡
潔
明
瞭
に
し
て
実
行
し
得
る
こ
と
に
務
め
る
べ
き
で
あ
る
。

諸
臣
に
は
入
第
す
れ
ば
上
奏
さ
せ
、
退
い
て
は
事
を
治
め
さ
せ
、
上
下
の
交
わ

り
が
久
し
く
続
く
よ
う
さ
れ
た
い
。
第
十
、
祖
宗
が
設
け
た
翰
林
院
の
史
職
を

当
番
制
で
近
侍
さ
せ
、
日
暦
を
作
成
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。
（
1
2
）

　
酪
急
冷
は
こ
れ
よ
り
先
、
内
官
監
管
轄
下
に
あ
る
銭
糧
支
障
の
不
透
明
性
を

指
摘
し
、
杖
罪
・
削
籍
に
処
さ
れ
た
雲
南
道
監
察
御
史
霜
野
庇
を
弁
護
し
て
い

る
。
（
1
3
）
ま
た
張
居
正
が
大
閲
を
挙
行
せ
ん
と
奏
請
し
た
お
り
に
は

　
　
大
唐
は
古
言
な
り
、
今
時
の
急
と
す
る
所
に
は
非
ず
。
必
ず
し
も
聖
駕
の

　
　
親
臨
を
仰
煩
せ
ざ
れ
。

と
、
そ
れ
が
急
務
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
親
閲
反
対
論
を
展
開
、
兵
部
で
の

再
検
討
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。
〔
1
4
）
た
だ
、
兵
部
の
答
申
後
、
原
案
通
り
大
閲

へ
の
皇
帝
親
臨
が
実
現
す
る
の
だ
が
。
こ
う
し
た
経
緯
も
相
討
っ
て
か
、
酪
問

禮
は
本
門
提
出
後
間
も
な
く
、
左
遷
の
憂
き
目
を
見
て
い
る
。

　
な
お
、
『
國
権
』
で
は
第
五
項
目
以
下
の
内
容
が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
『
明

實
録
』
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
「
廣
言
路
」
に
関
す
る
具
体
的
な
議
論
が
展
開

さ
れ
る
。

　
　
今
、
言
官
と
一
二
名
臣
を
除
く
の
外
、
蓋
し
こ
れ
を
該
衙
門
の
知
道
に
付

　
　
す
の
み
。
宣
に
天
下
公
論
、
果
し
て
＝
一
人
の
み
よ
り
葦
ま
ら
ん
哉
。
…

　
　
…
臣
、
敷
を
圧
す
に
暇
あ
ら
ざ
る
も
、
即
ち
書
誌
の
布
衣
諦
清
海
の
陳
ぶ

　
　
る
所
の
三
無
、
國
膿
に
關
わ
る
所
尤
も
重
し
。
夫
れ
一
布
衣
に
し
て
且
つ

　
　
然
り
、
則
ち
此
れ
を
上
す
は
豊
に
皆
声
繕
な
ら
ん
や
。
而
る
に
一
言
を
採

　
　
り
、
一
利
を
興
す
を
も
聞
か
ず
、
該
衙
門
・
該
部
知
道
せ
よ
と
謂
う
の
一

　
　
な
る
の
み
。

　
酪
問
禮
の
発
言
は
、
か
な
り
激
烈
な
調
子
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

彼
は
言
う
。
陛
下
は
言
路
を
広
く
す
る
と
は
お
っ
し
ゃ
る
が
、
多
く
の
場
合
、

「
該
衙
門
、
知
道
せ
よ
」
と
の
聖
旨
が
降
る
の
み
。
そ
も
そ
も
、
一
握
り
の
人

間
が
表
明
す
る
意
見
の
み
が
、
天
下
の
公
論
と
言
え
よ
う
か
。
例
え
ば
、
東
莞

の
布
衣
で
諏
清
海
な
る
輩
の
よ
う
な
、
言
官
や
名
臣
と
は
ほ
ど
遠
い
者
が
上
奏

し
た
三
項
目
は
、
国
体
に
関
わ
る
重
要
な
も
の
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り

「
該
衙
門
、
該
部
知
道
せ
よ
」
の
一
言
あ
る
の
み
で
は
な
い
か
、
と
。
或
い
は
、

面
奏
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
も
言
う
。

　
　
方
今
、
事
は
必
ず
面
奏
せ
よ
と
い
う
も
、
嚴
威
の
下
、
誘
腋
鼓
舞
の
術
あ

　
　
る
に
謬
れ
ば
、
則
ち
漫
と
し
て
責
を
言
う
男
心
か
ら
ん
。
ま
た
敦
か
肯
え

　
　
て
天
威
を
干
胃
し
て
以
て
徒
ら
に
自
ら
辱
を
取
ら
ん
や
。

　
特
別
な
誘
惑
や
鼓
舞
で
も
無
い
限
り
、
誰
が
既
調
の
危
険
を
冒
し
て
ま
で
、

安
易
に
発
言
を
な
し
ま
し
ょ
う
や
、
と
。
こ
れ
は
第
六
項
目
に
関
す
る
指
摘
で

あ
る
。
更
に
、
敷
衛
し
て
内
官
伝
旨
に
対
す
る
対
処
ま
で
話
が
及
ぶ
。

　
　
又
た
膿
統
を
正
し
、
以
て
窺
籍
を
防
が
ん
と
日
う
。
近
ご
ろ
一
二
内
侍
の

　
　
重
任
を
辟
免
す
る
の
章
あ
る
に
因
り
て
、
内
外
臣
工
、
遂
に
雪
催
を
生
ず
。

　
　
謂
う
に
、
此
れ
乃
ち
祖
宗
に
は
絶
え
て
無
き
所
の
事
な
り
。
彼
れ
政
事
を
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窺
籍
す
る
を
得
れ
ば
、
則
ち
流
禍
も
將
に
小
な
ら
ざ
ら
ん
と
す
。
願
わ
く

　
　
ば
朝
見
の
時
、
凡
そ
左
右
に
給
事
し
、
傳
旨
接
奏
す
る
が
如
き
は
、
倶
に

　
　
文
武
侍
從
を
用
い
ら
れ
ん
。

　
現
在
、
一
二
の
宙
官
が
重
任
官
の
辞
免
を
要
請
し
た
こ
と
が
、
朝
廷
内
外
で

疑
い
と
催
れ
を
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
国
初
以
来
、
絶
無
の
出
来
事
で
あ
る
。

朝
儀
の
際
、
伝
旨
や
接
奏
に
お
い
て
は
、
左
右
の
習
事
に
内
官
で
は
な
く
文
武

官
を
用
い
る
こ
と
と
せ
ら
れ
よ
、
と
。
（
／
5
）

　
駝
問
禮
の
主
張
で
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、
上
奏
に
関
し
数
多
の
ぼ
さ
れ

て
い
た
要
請
の
中
で
も
、
柳
か
毛
色
の
異
な
る
見
解
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

例
え
ば
、
面
白
の
有
効
性
に
懐
疑
的
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
。
彼
は
、
面

奏
と
い
う
方
法
で
実
の
あ
る
議
論
が
可
能
な
の
か
、
と
疑
問
を
呈
す
る
。
ま
た
、

内
官
七
七
へ
の
対
応
の
必
要
性
は
認
め
つ
つ
も
、
朝
儀
で
の
近
侍
に
外
官
を
用

い
る
よ
う
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
当
時
、
多
く
寄
せ
ら

れ
て
い
た
「
面
奏
重
視
」
の
方
向
性
と
は
違
う
。
明
代
の
科
道
官
は
、
こ
の
時

期
に
限
ら
ず
、
面
議
の
場
へ
同
席
を
許
さ
れ
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
頻
り
で
あ

っ
た
。
し
て
み
る
と
、
た
と
え
曲
直
を
強
調
し
た
と
し
て
も
朝
見
や
講
莚
の
後

に
行
わ
れ
る
面
奏
で
は
必
然
的
に
一
部
高
官
た
ち
に
メ
ン
バ
ー
が
偏
っ
て
し
ま

う
、
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
五
）

　
隆
慶
三
年
一
二
月
乙
丑
に
は
、
尚
宝
司
丞
鄭
履
淳
が
、
当
時
の
災
異
頻
発
と

荒
ん
だ
社
会
状
況
に
鑑
み
、
修
省
を
請
う
疏
を
の
ぼ
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

面
歪
面
議
や
上
奏
に
関
わ
る
発
言
が
少
々
見
え
る
。

　
　
乙
丑
。
尚
寳
司
黒
眉
鄭
労
演
言
え
ら
く
、
頃
年
以
來
、
下
民
は
業
を
失
い
、

　
　
四
方
に
故
多
く
、
天
は
鳴
り
地
は
震
え
、
災
害
液
り
に
錬
る
。
官
等
は
當

　
　
に
下
前
に
重
重
流
涕
す
べ
く
、
面
上
は
磨
に
宵
旺
に
臥
薪
嘗
蝕
す
べ
き
な

　
　
り
。
…
…
今
の
最
も
急
な
る
も
の
用
賢
に
如
く
は
嬉
し
。
陛
下
は
三
極
以

　
　
來
、
三
禮
に
恭
黙
せ
ら
れ
た
り
。
寧
ぞ
曾
て
一
大
臣
を
召
問
し
、
一
講
官

　
　
を
面
質
し
、
一
価
士
を
賞
面
し
て
、
以
て
共
に
思
患
豫
防
の
策
を
干
せ
ら

　
　
れ
た
る
や
。
…
…
伏
し
て
願
わ
く
ば
、
英
断
を
奮
い
て
以
て
大
計
を
決
し
、

　
　
小
感
の
清
る
所
と
爲
る
こ
と
乱
れ
。
溶
哲
を
弘
う
し
て
以
て
君
子
を
任
じ
、

　
　
甘
塩
の
惑
わ
す
所
と
捲
る
こ
と
拗
れ
。
…
…
陸
樹
聲
・
石
瓦
の
流
を
抜
用

　
　
し
、
股
士
憺
・
翁
大
立
等
の
疏
を
省
納
せ
ら
れ
よ
。
経
史
の
講
籠
、
臣
民

　
　
の
章
奏
は
、
必
ず
所
司
と
與
に
面
し
て
相
い
可
否
せ
ら
れ
よ
。
萬
幾
の
裁

　
　
理
は
漸
く
熟
し
、
人
才
の
邪
正
は
自
ら
知
ら
れ
ん
。

　
ち
か
ご
ろ
、
民
衆
は
生
業
を
失
い
、
各
地
で
事
件
が
発
生
し
、
天
変
地
異
も

頻
り
に
起
こ
っ
て
い
る
。
対
処
策
と
し
て
、
ま
ず
は
有
能
な
人
材
を
活
用
す
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
が
、
陛
下
は
先
帝
三
年
の
喪
に
服
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
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あ
っ
て
、
政
務
に
際
し
大
臣
を
召
座
し
た
り
、
経
尽
日
講
で
講
官
に
面
質
し
た

り
、
諫
官
の
言
を
納
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
嘗
て
無
か
っ
た
。
御
自
ら
大
政
に
英

断
を
振
る
わ
れ
、
賢
才
を
任
用
さ
れ
よ
。
先
に
無
罪
さ
れ
た
陸
調
車
や
石
星
ら

を
復
任
さ
せ
、
二
士
憺
や
翁
大
立
ら
の
疏
を
納
め
ら
れ
た
い
。
経
史
の
講
義
、

各
処
か
ら
の
奏
疏
は
、
必
ず
関
係
臣
下
と
議
論
せ
ら
れ
た
い
。
さ
す
れ
ば
万
機

の
総
理
に
熟
達
し
、
人
の
能
力
も
自
ず
と
知
ら
れ
ま
し
ょ
う
そ
。
（
1
6
）

　
鄭
履
淳
は
、
鄭
曉
の
子
で
あ
る
。
彼
は
帝
怒
に
触
れ
、
廷
杖
一
葦
に
処
さ
れ

た
上
、
刑
部
獄
に
数
ヶ
月
間
次
ぐ
繋
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
の
ち
、
刑
科
給

事
中
耳
化
ら
の
救
を
得
、
釈
さ
れ
て
民
に
既
さ
れ
て
い
る
。

　
劉
膿
乾
に
よ
る
隆
慶
四
年
（
一
五
七
〇
）
正
月
の
疏
は
、
図
式
を
全
く
満
た

さ
な
い
章
奏
が
内
官
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
問
題
視
し
た
一
文
で
あ
る
。

内
官
伝
旨
の
過
程
で
生
じ
た
一
問
題
の
中
味
を
具
体
的
に
示
し
て
お
り
、
非
常

に
興
味
深
い
（
1
7
）
。

　
　
戊
寅
。
内
攻
運
庫
、
空
頭
笥
子
を
以
て
戸
部
に
傳
諭
し
、
銀
十
萬
爾
を
進

　
　
ま
し
む
。
部
臣
劉
膿
乾
、
執
奏
す
ら
く
、
京
庫
の
銭
糧
は
繋
る
所
至
っ
て

　
　
重
し
。
今
、
片
側
を
以
て
之
を
取
り
、
姓
名
は
具
せ
ず
、
与
信
は
鈴
せ
ざ

　
　
れ
ば
、
安
ん
ぞ
眞
儒
を
知
ら
ん
や
。
臣
が
責
、
逗
留
に
在
れ
ば
、
敢
え
て

　
　
獲
せ
ざ
る
も
、
科
臣
劉
縄
文
も
ま
た
白
筍
は
章
奏
の
膿
に
非
ざ
る
を
言
う
。

　
　
乞
う
ら
く
は
中
旨
を
進
み
、
以
て
欺
蔽
を
防
が
れ
ん
こ
と
を
、
と
。
上
記

　
　
じ
、
旨
あ
り
、
取
る
所
の
銀
両
は
令
し
て
数
の
如
く
以
て
進
め
よ
、
と
。

　
こ
こ
で
は
、
内
官
た
る
内
承
運
庫
太
監
が
、
簸
名
も
黒
印
も
な
い
白
筍
に
よ

っ
て
戸
部
銀
十
万
両
を
引
き
出
し
た
件
に
対
し
、
戸
部
尚
書
軍
艦
乾
や
戸
科
給

浜
中
劉
緩
文
が
異
論
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
が
呈
し
た
意
見
に
関
わ
ら

ず
、
最
初
の
命
の
通
り
に
、
と
の
旨
が
降
っ
て
い
る
。

　
ち
ょ
う
ど
こ
の
前
後
は
、
上
供
物
料
の
増
徴
命
令
に
加
え
、
国
庫
の
銀
両
を

割
い
て
上
々
に
回
そ
う
と
す
る
内
耳
の
圧
力
が
甚
だ
し
い
。
戸
部
は
九
辺
鎮
で

の
支
出
等
を
楯
に
必
死
の
抵
抗
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
の

が
劉
艦
乾
で
あ
る
。
早
道
官
ら
の
援
護
も
あ
り
、
国
庫
銀
の
内
幣
転
用
を
阻
止

し
た
り
、
辛
う
じ
て
幾
分
減
額
さ
せ
る
こ
と
に
も
、
時
折
は
成
功
し
て
い
た
。

だ
が
、
同
年
七
月
に
至
っ
て
つ
い
に
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
（
1
8
）

（
六
）

　
内
閣
大
学
士
に
復
帰
し
、
次
輔
と
し
て
首
輔
李
春
芳
を
凌
ぐ
強
権
を
振
る
い

は
じ
め
た
高
操
は
、
四
年
七
月
、
章
奏
の
体
に
つ
い
て
意
見
し
、
彼
の
意
向
通

り
の
聖
旨
を
得
て
い
る
。

　
　
己
巳
。
…
…
掌
退
部
事
大
學
士
高
歯
言
え
ら
く
、
近
心
、
章
奏
日
ご
と
に

　
　
避
難
に
趨
り
、
鋪
綴
連
憤
し
て
、
徒
ら
に
聖
覧
を
煩
わ
す
。
…
…
人
臣
奏

　
　
封
の
禮
は
當
に
か
く
の
如
か
る
べ
か
ら
ず
。
請
う
ら
く
は
嚴
に
禁
約
を
加

　
　
え
、
内
外
諸
司
を
し
て
、
凡
そ
章
奏
あ
ら
ば
、
直
陳
に
在
る
に
務
め
、
其

　
　
の
事
意
臨
く
せ
ば
止
め
、
前
に
傍
り
て
鋪
即
す
る
を
得
ざ
ら
し
め
、
違
う
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者
は
該
部
器
官
参
治
す
る
を
聴
せ
ば
、
恭
粛
の
髄
を
存
し
、
且
つ
簡
實
の

　
　
風
に
還
る
に
庶
か
ら
ん
、
と
。
旨
を
得
た
り
。
近
來
、
章
奏
の
信
は
繁
僻

　
　
な
る
こ
と
多
く
、
且
つ
語
は
蝉
慢
に
渉
り
、
甚
だ
人
臣
奏
封
の
腔
に
非
ず
。

　
　
所
司
通
じ
て
嚴
禁
を
行
い
、
違
う
者
は
部
院
及
び
科
臣
こ
れ
を
劾
治
せ
よ
、

　
　
と
。
（
1
9
）

　
禁
令
が
定
め
ら
れ
て
僅
か
に
二
四
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
癸
巳
。
…
…
刑
部
右
侍
郎
游
居
敬
、
宋
の
羅
馬
彦
・
李
桐
を
以
て
、
孔
廟

　
　
に
從
漏
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
時
に
、
警
め
て
魚
鋤
の
繁
詞
禁
じ
た
れ
ど
も

　
　
居
敬
敷
評
言
を
累
ぬ
。
上
、
其
の
首
め
て
明
禁
を
犯
す
を
以
て
、
奪
俸
三

　
　
月
を
命
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
早
速
、
同
月
中
に
最
初
の
摘
発
者
が
出
た
よ
う
で
あ
る
。
（
2
0
）

宋
儒
を
孔
廟
に
従
託
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
求
め
た
疏
が
冗
長
に
過
ぎ
た
と
し

て
、
刑
部
右
侍
郎
游
居
が
減
給
処
分
を
食
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
権
力
者
高
操
の

提
案
に
よ
っ
て
こ
の
禁
約
が
成
立
し
た
直
後
の
こ
と
で
も
あ
り
、
い
く
ぶ
ん
、

見
せ
し
め
の
感
が
あ
る
。

　
礼
科
発
給
事
中
張
國
彦
は
、
嘉
靖
朝
に
行
わ
れ
て
い
た
面
対
の
旧
制
を
復
す

べ
く
、
李
時
が
撰
し
た
『
召
封
録
』
の
節
要
二
九
条
を
進
め
て
閲
読
を
願
っ
た
。

隆
慶
五
年
（
一
五
七
一
）
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
乙
酉
。
禮
科
都
給
事
中
張
國
彦
言
え
ら
く
、
皇
上
の
臨
御
以
來
、
典
章
・

　
　
政
事
は
換
然
と
し
て
述
ぶ
べ
し
。
猫
り
召
封
の
一
節
の
み
、
尚
お
未
だ
學

　
　
零
せ
ら
れ
ず
。
近
ご
ろ
輔
臣
面
奏
し
て
謎
語
を
荷
蒙
し
、
優
苔
一
時
あ
り

　
　
て
臣
工
傳
類
す
る
は
、
以
て
噴
典
守
る
を
聞
く
。
臣
ら
伏
し
て
観
る
に
、

　
　
影
響
大
男
士
盛
時
記
す
所
の
『
召
纂
録
』
は
、
嘉
靖
九
年
の
郊
壇
視
工
よ

　
　
り
始
ま
り
、
十
五
年
目
文
華
殿
に
て
事
を
議
せ
る
に
終
る
。
中
間
、
　
政

　
　
令
の
興
革
、
　
人
才
の
進
退
も
、
臣
僚
を
召
問
し
て
可
否
を
面
決
せ
ざ
る

　
　
こ
と
誘
く
、
家
人
父
子
と
異
な
る
無
し
。
蓋
し
、
先
皇
坐
し
て
四
十
五
年

　
　
の
太
平
を
致
す
所
以
、
實
に
此
に
基
け
ば
、
乃
ち
今
日
當
に
縫
述
す
べ
き

　
　
所
の
者
な
り
。
臣
ら
謹
ん
で
前
録
を
以
て
繁
文
を
冊
惜
し
、
其
の
大
要
を

　
　
撮
り
、
総
べ
て
二
十
九
條
、
繕
爲
し
て
上
進
せ
ん
。
伏
し
て
望
む
ら
く
は

　
　
留
神
観
省
し
、
鋭
意
遵
行
せ
ら
れ
、
以
て
先
朝
の
盛
事
を
光
ら
さ
れ
ん
こ

　
　
と
を
、
と
。
疏
入
り
、
聞
を
報
ぜ
ら
れ
、
録
し
て
覧
に
噛
む
。
（
2
1
）

　
輔
臣
を
召
し
、
君
臣
が
膝
を
交
え
て
政
務
を
執
る
。
嘉
靖
四
十
五
年
間
の
太

平
を
実
現
し
た
基
礎
だ
、
な
ど
と
、
や
や
無
理
の
あ
る
先
言
美
化
を
す
る
ま
で

も
な
く
、
明
代
に
お
け
る
執
政
方
法
上
の
一
理
想
像
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
僅

か
数
度
し
か
挙
行
さ
れ
な
か
っ
た
弘
治
君
臣
の
召
書
が
、
殊
更
に
美
事
と
し
て

称
揚
さ
れ
続
け
た
の
も
、
あ
な
が
ち
弘
治
朝
が
平
穏
無
事
な
時
期
で
あ
っ
た
か

ら
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

（
七
）

明
初
の
殿
閣
大
学
士
、
す
な
わ
ち
一
介
の
政
治
相
談
役
に
過
ぎ
な
か
っ
た
翰
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属
官
は
、
や
が
て
文
華
殿
に
治
所
を
構
え
、
翰
林
院
か
ら
独
立
し
た
部
署
と
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
三
碧
の
頃
に
票
擬
権
を
確
立
し
て
政
策
決
定

に
深
く
関
わ
り
始
め
、
い
つ
し
か
旧
時
の
宰
相
に
も
比
せ
ら
れ
る
、
人
臣
と
し

て
極
め
う
る
最
高
の
地
位
と
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
嘉
靖
末
か
ら
萬
暦
初
の
、

強
権
的
な
雷
門
は
、
そ
う
し
た
歩
み
を
経
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
太
監
王
振
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
宙
官
権
力
の
伸
張
は
、
ま
た
、
「
影
の

内
閣
」
と
も
呼
ば
れ
る
存
在
に
成
長
す
る
。
明
代
中
葉
以
降
、
折
々
に
問
題
視

さ
れ
て
き
た
内
官
伝
旨
が
、
隆
慶
朝
に
も
相
変
わ
ら
ず
登
場
す
る
の
も
、
や
は

り
明
代
の
政
策
決
定
過
程
の
中
に
、
警
官
の
政
治
関
与
が
し
っ
か
り
根
を
下
ろ

し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
正
徳
朝
の
劉
瑛
、
天
啓
朝
の
魏
忠
賢
は
、
明

代
政
治
史
の
流
れ
の
中
で
は
、
決
し
て
鬼
っ
子
で
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
外
官
に
と
っ
て
は
、
由
々
し
き
問
題
で
あ
る
。
真
に
皇
帝
の
意
志

で
あ
る
か
否
か
不
分
明
な
伝
旨
に
は
、
何
を
以
て
対
抗
す
る
か
。
皇
帝
聖
旨
と

い
う
、
政
策
決
定
の
正
統
性
を
保
証
す
る
唯
一
絶
対
の
権
威
を
、
ど
う
や
っ
て

確
保
す
る
か
。
結
局
、
外
官
ら
に
は
っ
き
り
見
え
る
形
で
、
生
身
の
皇
帝
が
そ

の
意
志
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
講
ず
る
し
か
無
い
。

　
か
く
し
て
、
上
奏
文
へ
の
批
答
作
成
に
は
、
閣
臣
を
帝
前
に
招
集
す
べ
き
だ
、

と
い
う
主
張
が
生
ま
れ
る
。
講
莚
や
朝
儀
の
後
に
、
高
官
た
ち
を
召
し
て
面
奏
・

面
議
し
、
委
細
を
尽
く
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
或
い
は
酪
問
禮
の

如
く
、
科
道
官
や
更
に
布
衣
か
ら
も
、
内
容
本
位
で
意
見
を
吸
い
上
げ
て
貰
い

た
い
、
最
も
公
開
性
の
高
い
皇
帝
政
治
の
場
た
る
朝
儀
で
、
君
臣
間
意
志
交
換

の
透
明
性
を
高
め
て
欲
し
い
、
と
い
う
よ
う
な
要
求
が
出
て
く
る
の
も
、
当
然

な
の
で
あ
る
。

　
言
を
重
ね
る
が
、
隆
慶
朝
に
は
、
徐
階
か
ら
高
棋
、
詩
賦
正
へ
と
、
能
力
．

権
力
を
兼
ね
備
え
た
首
輔
が
連
な
る
。
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
庸
主
の

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
導
か
れ
た
結
果
で
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
皮

肉
に
も
、
『
明
史
』
は
帝
を
「
令
主
」
と
す
ら
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、

内
閣
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
結
果
で
も
あ
っ
た
。
内
廷
と

外
廷
が
絡
み
合
っ
て
権
力
闘
争
を
繰
り
返
し
、
時
に
醜
い
派
閥
抗
争
を
繰
り
広

げ
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
、
萬
暦
労
政
の
討
滅
正
政
権
を
頂
点
と
す
る
、
強

力
な
首
輔
主
導
政
治
に
ま
っ
す
ぐ
向
か
っ
て
い
っ
た
印
象
が
強
い
こ
と
が
、
そ

の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

【
注
】

（
1
）
『
明
史
』
巻
一
九
、
穆
宗
本
紀
賛
語
（
中
華
書
局
標
点
本
、
第
二
冊
二

　
五
六
頁
）
。
「
壁
塗
在
位
六
載
、
端
操
寡
螢
、
躬
行
倫
約
、
尚
食
歳
省
巨
萬
。

　
許
俺
忌
事
貢
、
減
賦
息
民
、
邊
睡
寧
謹
。
縫
艘
玉
文
、
可
汗
令
主
　
。
第

　
初
訳
相
軋
、
門
戸
三
寿
、
而
帝
未
能
振
粛
三
綱
、
矯
除
積
習
。
蓋
亦
寛
恕

　
有
鯨
、
而
剛
明
不
足
者
欺
。
」
以
下
、
資
料
中
の
誤
字
は
（
）
で
訂
正
し
、
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脱
字
は
［
］
で
補
い
、
衛
字
は
〈
〉
で
括
る
。

（
2
）
孟
森
『
明
代
史
』
（
台
湾
書
店
〈
中
華
叢
書
〉
、
台
北
、
一
九
五
七
年
一

　
二
月
）
。
第
二
編
「
各
論
」
第
四
章
「
議
禮
」
第
四
節
「
隆
慶
朝
政
治
」
二

　
五
四
～
二
六
六
頁
、
第
五
章
「
萬
暦
之
荒
怠
」
第
一
節
「
沖
幼
之
期
」
二

　
六
八
～
二
八
○
頁
。
な
お
、
同
書
は
異
な
る
書
名
で
版
を
重
ね
て
お
り
、

　
他
の
主
要
排
印
本
と
し
て
、
『
明
清
史
講
義
（
上
）
』
（
中
華
書
局
、
北
京
、

　
一
九
八
一
年
三
月
）
二
三
二
～
二
五
七
頁
、
『
明
史
講
義
』
（
上
海
古
籍
出

　
版
社
《
蓬
莱
閣
叢
書
》
、
上
海
、
二
〇
〇
二
年
六
月
）
二
四
二
～
二
六
六
頁
、

　
の
臨
書
を
挙
げ
て
お
く
。

（
3
）
櫻
井
俊
郎
「
明
代
題
奏
本
制
度
の
成
立
と
そ
の
変
容
」
（
『
東
洋
史
研
究
』

　
第
五
一
巻
第
二
号
、
　
一
九
九
二
年
九
月
）
　
一
七
五
～
二
〇
三
頁
。

（
4
）
櫻
井
俊
郎
「
隆
慶
初
年
の
奏
疏
問
題
－
視
朝
・
召
対
を
巡
る
議
論
1
」

　
　
（
『
人
文
学
論
集
』
第
二
一
集
、
二
〇
〇
三
年
二
月
）
六
七
～
八
一
頁
。

（
5
）
例
え
ば
、
章
慶
遠
『
土
居
正
和
明
代
中
後
期
政
局
』
（
広
東
高
等
教
育

　
出
版
社
、
広
州
、
一
九
九
九
年
三
月
）
三
〇
］
～
三
二
四
頁
。

（
6
）
張
居
正
の
「
陳
六
事
疏
」
は
、
『
明
暦
宗
實
録
』
巻
二
三
、
隆
慶
二
年

　
八
月
丙
午
に
見
え
る
。
「
省
議
論
」
、
「
振
紀
綱
」
、
「
重
詔
令
」
、
「
覆
名
實
」
、

　
　
「
固
暴
落
」
、
「
飾
武
備
」
の
六
事
よ
り
成
る
。
そ
の
節
略
に
つ
い
て
は
、

　
談
遷
『
國
権
』
巻
六
五
、
隆
慶
二
年
八
月
丙
午
（
鼎
文
書
局
《
中
国
学
術

　
類
篇
》
本
、
第
七
冊
四
〇
九
二
～
四
〇
九
四
頁
）
を
見
よ
。
ま
た
、
全
文

　
は
長
文
に
わ
た
る
が
、
以
下
を
参
照
。
『
張
太
嶽
文
集
（
新
刻
張
太
嶽
先
生

　
文
集
）
』
巻
三
六
、
復
旦
大
学
図
書
館
忌
明
萬
暦
世
四
七
巻
本
、
一
a
～
一

　
二
b
、
上
海
古
籍
出
版
祉
、
一
九
八
四
年
四
月
影
印
本
、
四
五
三
下
～
四

　
五
九
上
。
ま
た
、
『
張
居
正
集
』
巻
一
、
三
差
「
（
荊
楚
書
室
／
湖
北
人
民

　
出
版
社
、
一
九
八
七
年
九
月
排
印
点
校
本
、
一
～
三
四
頁
）
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、

　
多
少
の
字
句
出
入
が
あ
る
。

（
7
）
『
明
穆
宗
實
録
』
春
二
四
、
隆
慶
二
年
九
月
壬
戌
（
一
五
日
）
。
「
壬
戌
。

　
都
察
院
三
都
御
史
在
廷
等
、
二
大
學
士
家
居
正
所
陳
「
振
紀
綱
」
「
重
詔
令
」

　
二
事
、
析
爲
八
議
（
款
）
。
】
、
愼
政
令
。
…
…
自
今
凡
遇
大
政
大
疑
、
先

　
行
九
卿
科
道
士
議
、
傍
召
閣
臣
、
令
其
参
酌
衆
人
見
聞
、
稽
之
本
朝
故
事
、

　
磨
否
千
行
明
白
具
奏
。
雪
止
凝
神
詳
覧
、
虚
心
裁
度
、
如
豆
果
當
墨
、
奮

　
然
即
行
。
同
勢
抽
斗
難
、
毅
然
即
罷
。
行
止
巡
回
一
人
、
用
舎
両
刃
天
下
、

　
則
下
半
自
尊
而
紀
綱
可
振
。
一
、
專
二
成
。
…
…
［
請
］
以
（
於
）
中
差
・

　
大
差
、
回
道
御
史
牛
蝿
用
、
北
岸
一
年
不
遷
幸
差
、
使
之
看
詳
刑
名
、
検

　
旨
煮
奏
、
練
習
故
事
。
…
…
一
、
振
士
氣
。
：
…
・
宜
試
（
詞
∀
事
考
言
、

　
察
微
詞
（
知
）
著
、
愼
其
始
進
、
責
其
後
敷
（
成
）
。
…
…
一
、
錆
勘
合
。

　
　
…
・
今
後
凡
奉
有
欽
依
勘
合
、
務
要
刻
老
女
報
。
…
…
一
、
公
激
揚
。
在

　
外
方
面
官
員
、
墨
多
雪
少
。
：
…
・
今
後
御
史
復
命
馬
引
方
面
、
多
不
過
六

　
七
員
、
或
三
四
員
。
有
司
多
不
信
七
八
員
、
或
五
六
員
。
薦
〈
畢
〉
詞
止

　
以
四
五
句
爲
率
、
不
必
長
篇
累
憤
以
失
章
望
遠
艦
。
慮
劾
之
人
尤
須
先
其
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大
姦
、
母
徒
毒
焔
縣
聖
遷
等
官
充
敷
、
恒
定
青
畳
貧
胴
部
以
前
議
覆
。
・

　
…
一
、
愼
防
検
。
…
…
三
智
［
行
］
申
飾
、
練
踊
苔
刑
名
、
止
懸
律
例
参

　
詳
、
不
得
甚
（
任
）
意
輕
重
。
動
解
賊
罰
、
止
慧
苗
草
申
呈
、
不
得
悔
情

　
　
（
私
）
支
用
（
取
）
。
…
…
一
、
懲
悪
酷
。
凡
遠
方
有
司
、
以
朝
廷
耳
目
所

　
不
及
、
多
建
坐
食
虐
。
宜
令
巡
按
御
史
横
行
禁
約
、
糠
副
脾
奏
。
…
…
一
、

　
端
風
化
。
…
…
以
童
生
而
叢
殿
墓
守
、
原
生
員
義
軍
許
有
司
。
非
殿
司
（
師
）

　
長
、
連
珠
偏
単
一
街
着
、
報
復
讐
嫌
、
歌
謡
遂
鎧
干
梓
木
。
宜
行
所
在
提

　
學
官
、
申
明
臥
碑
、
嚴
快
調
治
。
…
…
疏
入
、
上
今
上
實
學
行
。
」

（
8
）
『
明
穆
宗
實
録
』
巻
三
〇
、
隆
慶
三
年
三
月
丙
寅
（
二
二
日
）
。
「
丙
寅
。

　
禮
科
都
給
事
中
王
之
垣
・
吏
科
左
給
事
中
温
純
・
工
科
左
給
事
中
龍
光
・

　
雲
南
道
御
史
王
折
等
、
各
疏
三
権
聖
孝
吉
桜
之
日
、
延
問
群
臣
、
覧
決
章

　
奏
、
以
上
先
帝
業
、
下
副
輿
情
。
皆
下
所
司
、
知
之
。
」

（
9
）
『
明
王
宗
實
録
』
巻
三
四
、
隆
慶
三
年
三
六
月
乙
巳
（
七
日
目
。
「
乙
巳
。

　
…
…
南
京
吏
部
尚
書
甘
藷
（
嶽
）
陳
言
六
事
。
一
、
勤
帯
封
。
謂
、
経
麺

　
進
講
、
率
循
故
事
、
無
業
。
啓
当
量
三
時
召
近
臣
、
相
與
考
古
論
今
、
以

　
求
四
七
。
二
、
限
輪
封
。
謂
、
翌
朝
、
止
於
見
謝
情
文
。
発
令
各
部
院
堂

　
官
班
立
便
殿
、
於
一
切
軍
國
事
情
以
嘱
望
陳
。
則
可
古
論
粒
界
、
勧
百
姓

　
　
（
辟
）
。
之
（
三
）
、
容
直
言
。
謂
、
諌
官
、
干
宿
意
或
〈
有
〉
梢
偏
、
詞

　
或
過
激
。
宜
少
霧
天
威
、
有
優
容
三
無
嚴
謎
、
以
侶
敢
諌
島
風
、
防
塞
蔽

　
之
患
。
四
、
崇
節
倹
。
謂
、
邊
方
急
用
、
皆
仰
給
戸
部
銭
糧
。
一
或
不
縫
、

　
蓬
餅
生
肘
腋
。
皇
上
映
卑
宮
減
食
、
爲
天
下
惜
費
。
不
学
嚢
外
庫
以
實
内

　
努
。
五
、
正
題
覆
。
謂
、
高
官
論
事
、
例
三
部
難
題
覆
。
附
近
多
各
持
已

　
見
、
少
有
異
同
、
即
生
怨
誹
、
以
致
法
甫
立
正
当
生
、
令
朝
行
而
夕
改
、

　
紛
紛
議
論
、
迄
無
成
功
。
乞
救
門
院
、
凡
諸
臣
建
議
可
行
者
、
即
爲
題
覆
、

　
不
即
明
列
是
非
、
片
持
爾
可
。
六
、
復
執
奏
。
謂
、
祖
宗
朝
、
凡
内
批
下

　
所
司
稽
有
干
擬
者
、
大
臣
引
義
固
箏
、
務
以
感
悟
聖
心
。
遭
來
、
多
懐
疑
、

　
畏
委
曲
順
承
。
脱
寒
寒
姦
乗
辱
、
誰
任
其
各
。
乞
救
諸
司
、
照
例
執
奏
、

　
以
通
上
下
之
情
。
疏
入
、
上
回
帰
其
前
橋
事
、
而
以
後
二
乳
下
所
司
、
看

　
詳
皇
土
。
於
舌
音
単
二
御
史
王
暗
者
、
虚
言
皆
係
國
髄
。
謂
（
請
）
行
所

　
軍
務
器
財
行
。
報
可
。
」

　
な
お
、
『
國
権
』
巻
六
六
、
隆
慶
三
年
忌
六
月
乙
巳
（
第
七
冊
四
一
一
一
頁
）

　
に
、
こ
の
節
略
が
載
る
。

（
1
0
）
例
え
ば
、
夏
樫
『
明
通
鑑
』
巻
六
四
、
隆
慶
三
年
三
月
條
（
中
華
書
局

　
標
点
本
、
第
六
冊
二
五
一
四
頁
）
。
記
事
中
呉
時
世
が
上
奏
し
た
こ
と
を
次

　
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。
「
是
月
、
上
訴
喪
、
臨
朝
、
未
嘗
詫
言
。
給
事
中
呉

　
時
早
上
「
保
難
曲
筍
」
。
一
、
致
戒
催
。
二
、
端
遊
幸
。
三
、
戒
嗜
好
。
四
、

　
曝
露
音
。
五
、
習
奏
事
。
六
、
書
票
旨
。
七
、
素
雪
奉
。
八
、
弘
虚
受
。

　
九
、
禁
除
号
。
…
…
言
単
票
旨
、
謂
「
宜
專
責
之
閣
臣
」
。
言
愼
傳
奉
、
謂

　
　
「
宜
禁
内
批
之
仮
借
」
。
…
…
喜
入
、
醜
聞
。
」
島
町
を
請
う
た
と
は
さ
れ

　
て
い
な
い
も
の
の
、
喪
が
明
け
て
朝
に
臨
ん
だ
隆
慶
帝
が
沈
黙
に
始
終
し
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た
こ
と
に
対
し
の
ぼ
さ
れ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

（
1
1
）
『
明
穆
宗
實
録
』
巻
三
六
、
隆
慶
三
年
八
月
垂
雪
（
二
四
日
）
。
「
乙
丑
。

　
禮
部
覆
給
訪
中
王
之
垣
・
御
史
認
許
奏
請
、
上
御
便
殿
、
令
九
卿
・
科
道

　
官
有
大
事
皆
得
面
奏
、
取
自
盛
断
。
其
疏
中
語
言
・
字
畜
、
務
便
省
覧
。

　
得
旨
、
今
後
諸
司
章
奏
、
務
詞
語
簡
明
、
字
書
楷
大
、
如
嘉
靖
初
年
式
。

　
便
殿
面
奏
、
得
（
候
）
旨
行
。
」

　
ま
た
、
『
國
権
』
巻
六
六
、
隆
慶
三
年
八
月
乙
丑
（
第
七
冊
四
一
一
五
頁
）

　
参
照
。

（
1
2
）
『
蒲
団
宗
實
録
』
巻
三
九
、
隆
慶
三
年
一
一
月
庚
辰
（
＝
日
）
。
「
庚

　
辰
。
南
京
刑
科
県
勢
中
豊
問
禮
條
三
十
事
。
其
一
言
、
皇
上
身
聴
萬
幾
。

　
宜
酌
用
群
言
、
不
執
己
見
、
使
可
否
自
評
見
合
天
道
誘
爆
、
町
有
濁
断
之

　
美
、
無
自
用
暑
寒
。
其
二
言
、
野
上
宜
日
御
使
（
便
）
殿
虚
蝉
從
之
臣
常

　
在
左
右
、
非
蕎
晦
、
不
入
宮
闊
、
早
落
養
薫
陶
、
自
然
有
益
。
其
三
言
、

　
内
閣
政
事
根
本
、
宜
参
用
諸
司
、
無
拘
翰
林
、
則
講
明
義
理
、
通
達
政
事
、

　
皆
得
其
仁
（
人
）
。
其
四
言
、
風
紀
三
豊
、
當
脩
（
備
）
員
久
任
。
凡
詔
旨

　
必
由
蓼
科
諸
司
、
才
智
奉
行
。
即
未
當
、
許
封
進
執
奏
。
如
六
科
不
能
封

　
駁
、
諸
司
失
検
察
者
、
許
御
史
糾
弾
。
傍
願
皇
上
虚
懐
出
納
、
令
風
憲
各

　
畢
其
職
。
其
五
言
、
頃
詔
書
垂
下
、
皆
許
諸
人
直
言
。
組
手
採
納
者
、
除

　
言
官
與
↓
二
大
当
外
、
蓋
付
之
所
司
而
已
。
今
自
（
自
今
）
宜
益
廣
言
路
、

　
凡
臣
民
章
奏
不
惟
其
人
惟
其
言
、
今
（
令
）
匹
夫
皆
得
自
敷
。
其
六
言
、

　
皇
上
臨
朝
決
事
、
凡
諸
事
左
右
、
如
傳
旨
若
干
之
類
、
宜
用
文
武
侍
從
、

　
母
南
中
官
参
與
、
則
窺
籍
之
漸
無
自
三
生
。
其
七
言
、
今
戸
士
気
、
阿
比

　
成
風
、
梢
或
異
同
、
輯
重
壁
摺
。
自
今
、
凡
議
國
是
（
事
）
、
惟
論
是
非
、

　
不
慮
好
悪
、
衆
人
言
書
未
必
得
、
一
人
言
之
未
必
非
、
則
公
論
日
明
、
而

　
士
氣
可
振
。
其
重
言
、
朝
廷
換
號
、
主
干
百
行
。
今
部
院
題
覆
奉
旨
施
行

　
者
、
未
見
從
實
脩
畢
、
因
循
玩
恨
、
習
爲
故
常
。
［
惟
］
陛
下
身
率
干
上
、

　
擬
則
弔
鐘
、
言
則
必
行
、
以
挽
積
弊
之
習
。
其
九
個
口
面
奏
儀
節
、
宜
省

　
文
求
實
、
務
在
易
簡
可
行
、
偉
諸
臣
入
而
敷
奏
、
退
而
忌
事
、
各
不
相
妨

　
斯
、
上
下
之
交
可
久
。
三
十
言
、
祖
［
宗
］
設
悟
道
・
編
脩
・
検
討
等
官
、

　
塞
皆
史
職
、
二
君
記
章
直
日
密
遽
乗
輿
言
動
奏
書
、
凡
耳
目
所
得
及
者
、

　
執
簡
達
書
、
脩
悪
日
暦
、
其
耳
目
所
不
及
者
、
諸
司
或
以
月
報
、
或
以
季

　
報
、
或
以
年
報
、
令
得
随
事
纂
輯
。
以
乖
勧
戒
言
上
、
上
以
［
其
］
言
狂

　
妄
、
命
降
三
級
。
干
満
、
吏
部
擬
補
間
禮
干
南
京
國
子
監
學
正
。
有
旨
、

　
改
邊
装
用
。
」

　
な
お
、
『
継
起
経
世
文
編
』
巻
四
七
〇
、
「
萬
一
棲
集
」
所
収
、
「
恭
遇
聖
志

　
働
精
霊
泪
埃
盤
割
盛
大
疏
一
面
奏
1
」
に
、
同
文
の
節
略
が
採
録
さ
れ
て

　
い
る
。

（
1
3
）
『
明
穆
宗
實
録
』
巻
三
三
、
隆
慶
三
年
五
月
甲
寅
（
＝
日
）
、
同
戊
午

　
　
（
一
五
日
目
。
ま
た
、
『
國
権
』
巻
六
六
、
五
月
甲
寅
、
同
戊
午
條
（
第
七

　
冊
四
一
〇
八
～
四
】
〇
九
頁
）
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（
1
4
）
『
明
穆
宗
實
録
』
巻
三
三
、
隆
慶
三
年
六
月
甲
申
（
一
二
日
）
。
ま
た
、

　
　
『
國
権
』
巻
六
六
、
隆
慶
三
年
六
月
甲
申
條
（
第
七
昏
睡
＝
○
頁
）
。

（
1
5
）
『
磐
田
』
春
六
六
、
隆
慶
三
年
＝
月
庚
辰
（
第
七
冊
四
一
一
八
頁
）
。

　
　
「
庚
辰
。
南
京
刑
科
給
事
中
華
聾
酪
問
禮
、
上
茶
事
。
其
五
日
、
公
採
納

　
以
廣
言
路
。
陛
下
登
極
以
來
、
詔
書
爾
下
、
虐
遇
諸
人
直
言
之
條
。
今
除

　
言
草
與
一
二
名
臣
外
、
蓋
付
之
該
衙
門
知
道
。
量
天
下
公
論
果
葦
干
一
二

　
人
哉
。
而
詔
書
之
下
、
又
甥
必
以
直
言
爲
詞
也
。
臣
不
上
蓋
敷
、
即
東
莞

　
布
衣
諄
清
海
所
相
山
事
、
干
國
禮
所
關
尤
重
。
夫
一
布
衣
判
然
、
則
上
此

　
山
豆
皆
翌
翌
。
而
不
聞
採
一
言
、
興
一
利
、
謂
該
衙
門
選
書
知
道
一
也
、
而

　
当
該
衙
門
即
不
許
心
行
、
夫
前
已
不
可
　
。
方
今
事
必
面
奏
、
嚴
威
之
下
、

　
非
有
誘
摘
鼓
舞
之
術
、
領
導
無
言
拳
闘
、
又
執
肯
工
－
胃
天
威
以
徒
自
取
辱

　
哉
。
又
日
、
正
艦
統
、
以
防
窺
．
籍
。
近
因
一
二
内
侍
有
群
論
重
任
之
章
、

　
内
外
臣
工
、
遂
生
疑
催
、
謂
爆
弾
祖
宗
所
絶
無
之
事
。
彼
得
窺
羅
政
事
、

　
則
流
禍
將
不
小
。
願
朝
見
之
時
、
凡
軍
事
左
右
、
如
傳
旨
襟
留
、
倶
用
文

　
武
侍
從
。
面
奏
不
能
藍
、
或
＝
一
切
傳
奉
出
入
者
、
亦
以
付
之
、
不
使
中

　
官
参
預
言
褻
天
職
。
且
明
詔
中
業
、
不
得
復
爲
辞
季
重
任
之
疏
、
則
膿
統

　
正
、
而
窺
籍
之
漸
亦
無
自
而
生
。
上
怒
其
妄
、
錨
三
級
。
吏
部
擬
南
京
國

　
子
監
學
正
、
不
允
、
諦
之
。
」

（
1
6
）
『
豊
富
宗
實
録
』
巻
四
〇
、
隆
慶
三
年
＝
一
月
乙
丑
（
二
七
日
）
。
「
乙

　
丑
。
尚
寳
司
司
丞
鄭
履
淳
言
、
頃
年
以
來
、
萬
民
失
業
、
四
方
多
故
、
天

　
鳴
地
震
、
災
害
甘
辛
。
三
等
當
働
三
流
暴
評
階
前
、
皇
上
早
臥
嘗
薪
（
薪

　
嘗
）
謄
躍
宵
肝
也
。
…
…
今
半
白
急
莫
如
用
事
。
陛
下
御
極
以
來
、
恭
黙

　
三
根
　
、
寧
曾
召
問
一
大
臣
、
国
華
一
講
官
、
賞
与
一
諫
士
、
以
共
畜
思

　
患
革
茸
之
策
士
。
…
…
伏
願
、
奮
英
断
以
決
大
計
、
勿
爲
小
故
之
所
清
。

　
弘
量
見
以
任
君
子
、
上
里
僻
咤
之
所
惑
。
以
美
色
奇
珍
之
玩
寛
保
瘡
疲
、

　
以
昭
陽
典
故
（
務
）
之
勤
画
家
庶
政
…
…
抜
用
陸
二
二
・
石
星
之
流
、
（
省
）

　
納
股
士
憺
・
翁
大
立
等
疏
。
経
史
講
延
（
莚
）
、
臣
民
章
奏
、
必
與
所
司
面

　
相
可
否
。
萬
幾
之
裁
理
漸
熟
、
人
才
之
邪
正
自
知
。
…
…
上
以
履
淳
假
借

　
陳
言
妄
議
朝
廷
、
懐
姦
別
事
、
命
廷
杖
一
百
、
繋
刑
部
獄
。
」

　
こ
の
節
略
に
つ
い
て
は
、
『
國
権
』
巻
六
六
、
隆
慶
三
年
一
二
月
乙
丑
（
第

　
七
冊
四
一
二
一
頁
）
、
『
明
通
鑑
』
巻
六
四
、
隆
慶
三
年
＝
一
月
條
（
第
六

　
冊
二
五
二
四
頁
）
等
を
参
照
。

（
1
7
）
『
明
二
重
写
録
』
巻
四
一
、
隆
慶
四
年
正
月
戊
寅
（
一
〇
日
）
。
「
戊
寅
。

　
内
承
運
庫
以
空
頭
筍
子
傳
諭
戸
部
、
進
銀
十
萬
爾
。
部
臣
劉
臆
乾
執
奏
、

　
書
庫
銭
糧
所
繋
至
重
。
今
以
片
紙
取
之
、
姓
名
不
具
、
印
書
金
鈴
、
安
知

　
眞
儒
。
罪
責
在
恩
讐
、
不
敢
早
世
、
科
目
劉
纏
薄
野
言
白
筍
非
章
奏
禮
。

　
乞
里
中
旨
、
以
防
宣
言
。
上
善
有
旨
、
鞘
取
野
島
令
如
敷
寝
進
。
」

　
ま
た
、
『
國
権
』
巻
六
六
、
隆
慶
四
年
正
月
戊
寅
（
第
七
冊
四
一
二
三
頁
）
、

　
　
『
明
通
鑑
』
巻
六
五
、
隆
慶
四
年
七
月
置
（
第
六
冊
二
五
三
二
～
二
五
三

　
三
頁
）
を
参
照
。
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（
1
8
）
上
供
の
増
徴
や
国
庫
の
転
用
命
令
の
事
例
は
、
こ
の
前
後
↓
年
の
範
囲

　
を
ざ
っ
と
見
た
だ
け
で
も
、
以
下
の
諸
時
期
に
確
認
さ
れ
た
。
把
漠
那
吉

　
が
来
降
し
た
四
年
九
月
以
降
は
、
な
り
を
ひ
そ
め
る
。
隆
慶
三
年
四
月
癸

　
未
、
三
年
七
月
壬
寅
、
四
年
三
月
甲
申
、
四
年
三
月
甲
申
、
四
年
三
月
乙

　
未
、
四
年
四
月
辛
酉
、
四
年
五
月
癸
酉
、
四
年
七
月
己
卯
。

　
以
上
、
全
て
『
明
旦
宗
實
録
』
と
『
國
権
』
よ
り
拾
っ
た
が
、
煩
を
避
け

　
出
所
は
省
略
に
付
す
。
な
お
、
『
明
通
鑑
』
の
前
壷
引
用
箇
所
に
も
、
前
後

　
の
時
期
を
傭
配
し
た
記
事
が
載
り
、
参
考
に
な
る
。

（
1
9
）
『
明
穆
宗
實
録
』
巻
四
七
、
隆
慶
四
年
七
月
己
巳
（
三
日
）
。
「
己
巳
。

　
…
…
掌
吏
部
事
大
學
士
高
士
言
、
近
來
、
章
虚
日
趨
浮
汎
（
迂
）
、
鋪
綴

　
連
動
、
［
徒
］
雪
虫
覧
。
美
言
多
意
晦
、
端
緒
錐
尋
、
翻
可
窟
匿
事
情
、
支

　
調
假
飾
。
人
臣
奏
封
之
禮
不
當
如
此
。
請
嚴
加
規
約
、
令
内
外
諸
司
、
凡

　
有
章
奏
、
務
在
直
陳
、
其
事
意
解
而
止
、
不
得
傍
前
途
綴
、
違
者
聴
該
部

　
科
駐
屯
治
、
庶
存
躬
（
恭
）
粛
西
洋
、
且
還
簡
實
之
風
。
得
旨
。
近
來
章

　
奏
信
多
繁
僻
、
言
語
島
璋
慢
、
甚
非
人
臣
奏
封
之
膿
。
所
司
通
行
嚴
禁
、

　
違
者
部
院
及
科
穿
話
治
之
。
」

　
ま
た
、
『
國
権
』
巻
六
六
、
隆
慶
四
年
七
月
己
巳
（
第
七
三
四
＝
二
六
頁
）
、

　
　
『
明
通
鑑
』
巻
六
五
、
隆
慶
四
年
七
月
條
（
第
六
冊
二
五
三
二
頁
）
を
参

　
照
。

（
2
0
）
『
明
穆
宗
實
録
』
巻
四
七
、
隆
慶
四
年
七
月
癸
巳
（
二
七
日
）
。
「
癸
巳
。

　
…
…
刑
部
右
侍
郎
游
居
敬
、
請
早
馬
蓬
蓬
彦
・
李
桐
、
從
祀
孔
廟
。
三
方

　
寒
紅
奏
繁
詞
、
而
居
敬
累
敷
角
言
。
上
口
［
其
］
首
丸
明
禁
、
命
奪
俸
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
。
」

　
　
『
國
権
』
巻
六
六
、
隆
慶
四
年
七
月
癸
巳
（
第
七
冊
四
一
三
八
頁
）
を
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
。

（
2
1
）
『
下
道
宗
實
録
』
巻
五
五
、
隆
慶
五
年
三
月
乙
酉
（
二
四
日
）
。
「
乙
酉
。

　
禮
廃
都
給
事
中
張
國
彦
言
、
引
上
臨
御
以
來
、
典
章
政
事
換
焉
（
然
）
可

　
述
。
濁
三
道
一
節
、
尚
未
斜
行
。
近
聞
重
臣
面
奏
、
荷
蒙
天
語
、
優
苔
】

　
君
臣
工
古
言
、
目
土
噴
煙
。
臣
等
伏
観
、
先
覇
道
選
士
李
時
所
記
召
封
録
、

　
始
干
嘉
靖
九
年
郊
回
視
工
、
終
干
十
五
年
文
華
殿
議
事
。
中
間
↓
政
令
之

　
興
革
、
一
人
才
之
進
退
、
岡
不
召
量
目
僚
面
決
可
否
、
與
家
人
父
子
無
異
。

　
蓋
先
皇
所
以
書
誌
四
十
五
年
之
太
平
、
實
基
子
此
、
乃
今
日
墨
引
縫
述
者
。

　
臣
等
謹
以
前
録
削
去
繁
文
、
撮
其
大
要
、
総
二
十
九
條
、
繕
爲
上
進
。
伏

　
望
留
神
観
音
、
鋭
意
即
行
、
以
光
先
朝
盛
事
。
馬
入
、
報
聞
、
録
留
覧
。
」

　
ま
た
、
『
國
権
』
巻
六
七
、
隆
慶
五
年
三
月
乙
酉
の
條
（
第
七
冊
四
一
五
九

　
頁
）
、
『
明
通
鑑
』
巻
六
四
、
隆
慶
五
年
四
月
條
（
第
六
冊
二
五
四
二
～
二

　
五
四
三
頁
）
を
参
照
。


